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令
和
４
年
度
使
用
教
科
書
展
示

　

小･

中
学
校
、
特
別
支
援
学
級
の
教
科
書
を
展
示
し
ま
す
。
詳
し
く
は

６
月
に
市
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

▼
日
時　

６
月
11
日
㈮
〜
26
日
㈯
。火
曜
〜
金
曜
日
は
午
前
10
時
〜
午

後
７
時
、
土
曜
・
日
曜
日
は
午
前
９
時
〜
午
後
６
時
。月
曜
日
休
館　

▼
場

所　

中
央
図
書
館　

▼
問
い
合
わ
せ　

指
導
課
（
４
８
１
）０
３
０
１

選
挙
シ
リ
ー
ズ
②

選
挙
期
日
後
の
あ
い
さ
つ
行
為
の
制
限

　

選
挙
が
終
わ
っ
た
後
で
も
、
当
選
や
落
選
の
あ
い
さ
つ
と
し
て
次
の
行

為
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

▼
選
挙
人
に
対
し
て
の
戸
別
訪
問　

▼
文
書
図
画
の
頒
布
ま
た
は
掲
示

（
自
筆
の
信
書
、
答
礼
の
た
め
に
す
る
信
書
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を

利
用
し
て
頒
布
さ
れ
る
文
書
図
画
を
除
く
）　

▼
新
聞
ま
た
は
雑
誌
の
利

用　

▼
放
送
設
備
を
利
用
し
て
の
放
送　

▼
当
選
祝
賀
会
そ
の
ほ
か
の
集

会
の
開
催　

▼
自
動
車
を
連
ね
、
ま
た
は
隊
を
組
ん
で
往
来
す
る
な
ど
気

勢
を
張
る
行
為　

▼
当
選
に
関
す
る
答
礼
の
た
め
当
選
人
の
氏
名
な
ど
を

言
い
歩
く
こ
と

（
選
挙
管
理
委
員
会
（
４
２
１
）６
７
９
２
）

個
人
情
報
保
護
制
度
運
営
審
議
会
の
市
民
委
員

　

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
市
長
の
諮
問

に
応
じ
、
調
査
検
討
の
う
え
答
申
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い

て
市
長
に
建
議
す
る
審
議
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　

▼
資
格　

市
内
在
住
の
成
人
で
、個
人
情
報
保
護
制
度
に
関
心
を
持
ち
、

年
に
数
回
程
度
の
平
日
昼
間
の
会
議
に
出
席
で
き
、
本
市
の
審
議
会
等
の

委
員
を
５
つ
以
上
兼
ね
て
い
な
い
人　

▼
募
集
人
数　

１
人　

▼
任
期　

３
年
７
月
８
日
〜
５
年
７
月
７
日　

▼
報
酬　

会
議
１
回
に
つ
き
７
０
０

０
円　

▼
応
募
方
法　

６
月
14
日
㈪
必
着
で
任
意
の
Ａ
４
用
紙
に
住
所
・

氏
名
（
フ
リ
ガ
ナ
）・
電
話
番
号
・
年
齢
・
性
別
・
主
な
職
歴
・
応
募
理

由
を
記
入
し
、「
個
人
情
報
保
護
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
８
０
０
字
程
度

の
作
文
を
添
え
て
、
〒
２
７
６

－

８
５
０
１
市
役
所
法
務
課
情
報
公
開
班

へ
持
参
、
郵
送
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
市
民
委
員
の
公
募
」
か
ら
応

募　

▼
選
考
方
法　

書
類
選
考
。
応
募
書
類
は
非
公
開
、返
却
し
ま
せ
ん
。

選
考
結
果
は
本
人
に
通
知（
法
務
課
情
報
公
開
班
（
４
２
１
）６
７
１
３
）

身
近
に
相
談
で
き
る
行
政
相
談
委
員

　

総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談
委
員
が
国
・
県
・
市
・
特
殊
法

人
（
Ｊ
Ｒ
や
Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
）
へ
の
要
望
や
苦
情
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

▼
行
政
相
談
委
員　

大
味
実
枝
子
、
川
嶋
一
永
、
榊
巻
敦
子　

▼
日
時

毎
月
第
３
月
曜
日
午
後
１
時
〜
４
時

（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課
（
４
２
１
）６
７
１
８
）

総
務
部
長
が
市
長
を
代
理
し
ま
す

　

任
期
満
了
に
よ
る
八
千
代
市
長
選
挙
に
伴
い
、
５
月
16
日
か
ら
５
月
23

日
は
、
総
務
部
長
石
川
一
俊
が
市
長
の
職
務
を
代
理
し
ま
す
。

（
総
務
課
（
４
２
１
）６
７
１
１
）

大きな地震に備えて
耐震診断をしましょう
　震度６弱以上の地震が発生する確率は今後
30年間で約60％と推定されており、大地震が
発生した際、耐震性の低い建物は被害を受け
る恐れがあります。もしものときに備えて耐
震診断を行い、必要に応じて耐震改修工事を
しておくことが大切です。
　市では、地震に対する住宅の耐震性の向上
を図るために、木造住宅の耐震診断や耐震改
修工事などにかかる費用の一部の補助を行っ
ています。また、令和３年度から新たに、マ
ンションの耐震診断についても補助制度を開
始します。各補助制度の概要は、下の項目を
確認してください。

大地震に耐えられますか？
あなたの住まいは

　木造住宅の耐震化などにかかる費用の一部を補助していま
す。今年度から耐震改修費補助金額を増額し、新たにマンシ
ョンの耐震診断に係る補助も開始します。積極的に活用して
災害に備えましょう。

この特集のお問い合わせは
建築指導課 421-6774

　（一社）千葉県建築士会八千代支部の協力
で、耐震診断・建築相談会を開催しています。
今住んでいる木造住宅が、どのくらい地震に
強いのか、図面を基に診断します。地震に弱
いと診断された建物には、どのような補強が
必要かなどアドバイスもします。
　建築相談会では、耐震以外でも住宅全般に
関して、困っていることがあれば、建築士が
お応えします。気軽に相談してください。

● 住宅の経年劣化状況が気になっている
● 修繕や改修に当たり、どのような方法が考
えられるのか

● 工事の見積もりをとったが、第三者の立場
で意見が欲しいなど
■住宅耐震診断・建築相談会（要予約）

日　程 場　所
6月10日㈭ 八千代台公民館

7月15日㈭ 教育委員会庁舎

8月10日㈫ 市役所庁舎

9月8日㈬ 勝田台文化センター

11月9日㈫ 教育委員会庁舎

12月7日㈫ 市役所庁舎

4年2月10日㈭ 八千代台公民館

※ 新型コロナウイルスの影響で中止等を行う
場合があります。

マンションの耐震診断も補助します

ブロック塀の撤去は最大10万円を補助

木造耐震診断は最大６万円を補助します

木造耐震改修は上限を100万円に増額します

耐震改修と同時のリフォームは最大30万円を補助

対　象 対　象

対　象

対　象
対　象

補　助

補　助

補　助

補　助

補　助

以下のいずれにも該当するマンション
・昭和56年５月31日以前に着工されたもの
・地上階数が３以上であり、延べ床面積1,000㎡以上
・ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造
である分譲マンション

昭和56年５月31日以前に着工された２階建て以下の木造住宅

昭和56年５月31日以前に着工された２階建て以下の木造住宅

耐震改修に併せて行うリフォーム工事全般（屋根・外壁の改修
や水回り、壁紙や床の張替えなど）

道路に面している塀、または避難地に隣接する塀

▶予備診断　耐震診断に要する費用の３分の２。１件につき上
限３万４千円まで　▶本診断　耐震診断に要する費用の３分の
２。１件につき上限４万円／戸、または120万円のいずれか低い額

耐震診断に要する費用の３分の２。１件につき６万円まで

耐震改修に要する工事費用の５分の４。１件につき100万円まで

リフォームに要する工事費用の３分の１。１件につき30万円まで

撤去工事にかかる費用の３分の２または撤去する面積に、１㎡当
たり6,000円を乗じた額のうち少ない額。上限10万円まで。

■マンション耐震診断費補助 ■木造住宅耐震診断費補助

■木造住宅耐震改修費補助

■木造住宅リフォーム費補助

■危険コンクリートブロック塀等撤去費補助

無料耐震診断・建築相談会で
プロの建築士からアドバイス

New!


